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三 

大
阪
府
茨
木
市
議
会
が
、
去
る
九
月
三
十
日
地
方
自
治
法
に
基
き
、
当
該
議
会
の
議
事
規
則
に
よ
る
成
規
の
手
続
を
経

て
、
一
議
員
除
名
の
議
決
を
行
つ
た
の
で
、
大
阪
府
選
挙
管
理
委
員
会
は
法
規
に
基
き
、
そ
の
補
欠
選
挙
を
告
示
し
て
選
挙

運
動
中
、
被
除
名
議
員
は
、
市
議
会
議
員
除
名
議
決
取
消
の
行
政
訴
訟
を
提
起
し
、
行
政
処
分
執
行
停
止
命
令
の
申
請
を
行

つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
阪
地
裁
は
、
こ
の
訴
訟
を
受
理
し
、
且
つ
行
政
処
分
執
行
停
止
の
仮
執
行
を
許
可
し
た
の
で
、
市
議
会

の
議
決
の
執
行
は
停
止
さ
れ
、
補
欠
選
挙
は
中
止
の
や
む
な
き
に
、
い
た
つ
た
。
こ
の
市
議
会
の
議
決
執
行
を
停
止
し
、
選
挙

告
示
と
運
動
を
中
止
せ
し
め
た
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

地
方
自
治
体
議
会
が
成
規
の
手
続
に
よ
り
な
し
た
議
決
は
、
憲
法
に
規
定
せ
る
国
会
の
議
決
と
同
じ
く
尊
重
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
所
見
如
何
。 

二 

若
し
、
地
方
自
治
体
議
会
の
議
決
が
憲
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
か
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
つ
て
自
治
体
議
会
の

正
当
な
る
議
決
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
撤
回
せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
る
法
的
根
拠
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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四 
該
市
議
会
が
調
査
せ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
前
項
の
法
的
根
拠
は
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
基
い
た
も
の
と
解
釈
し

て
い
る
が
左
様
解
釈
し
て
差
支
え
な
い
か
。 

五 

若
し
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
同
法
は
行
政
執
行
上
に
生
じ
た
問
題
、
事
件
を
処
理
す
る
法
規
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
立
法
機
関
た
る
自
治
体
議
会
の
議
決
事
項
に
適
用
す
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
か
。 

六 

立
法
機
関
た
る
自
治
体
議
会
の
議
決
に
違
法
又
は
不
当
な
り
と
認
む
る
と
こ
ろ
あ
る
場
合
の
抗
告
の
途
は
、
別
途
法
的

に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
如
何
。 

八 

裁
判
所
が
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
基
い
て
茨
木
市
議
会
の
議
員
除
名
の
議
決
執
行
を
停
止
し
た
こ
と
に
対
す
る
市
議

会
側
の
抗
告
の
途
は
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
の
第
十
條
の
但
書
に
よ
る
法
文
の
適
用
を
至
当
と
考
え
る
が
如
何
。 

七 

若
し
、
政
府
が
大
阪
府
茨
木
市
議
会
の
議
員
除
名
の
執
行
停
止
を
命
ず
る
裁
判
所
の
法
的
根
拠
が
、
行
政
事
件
訴
訟
特

例
法
に
基
く
も
の
と
解
釈
し
た
場
合
、
去
る
十
月
六
日
茨
木
市
議
会
の
議
決
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
陳

情
書
を
い
か
に
処
理
さ
れ
る
か
。 

四 

 



 

 

五 

九 
以
上
各
項
は
、
立
法
機
関
た
る
議
会
の
議
決
の
効
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
か
ら
詳
細
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


